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社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 

都市計画部会 第９回都市計画制度小委員会 

平成２２年１２月１０日 

 

 

【事務局】  おはようございます。定刻でございますので、始めさせて頂きたいと思い

ます。 

 大変長らくお待たせ致しました。本日は、お忙しいところお集まり頂きまして、まこと

にありがとうございます。ただいまから社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会

都市計画部会の第９回都市計画制度小委員会を開催致します。 

 本日ご出席の委員は、９名でございまして、議事運営第４に定めます定足数を満たして

おりますことをご報告申し上げます。 

 なお、亘理専門委員におかれましては、本日はご都合によりご欠席でございます。 

 次に、配付資料でございますが、資料の３枚目に配付資料の一覧がございます。資料に

つきましては、１と２がございまして、また、参考資料につきましても、１と２、２つご

ざいます。それぞれご確認頂きまして、過不足等がございましたら、お申し出頂ければ幸

いでございます。 

 また、委員の皆様におかれましては、いつものことでございますが、ご発言の際には、

目の前にございますマイクのボタンを押して、ランプがついてからご発言頂くようにお願

い致します。ご発言の終了後は、同じボタンを押して、ランプを消して頂くようお願い致

します。 

 それでは、これからの議事進行につきましては、委員長にお願いしたいと思いますので、

委員長、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  おはようございます。 

 それでは、審議に入りたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは、都市計画制度体系全体的枠組みの検討等についてご説明頂きまして、その後、

委員の皆様方からご意見、ご質問をお願いしたいと思います。では、よろしくお願いいた

します。 

【事務局】  おはようございます。それではご説明させて頂きます。 

 お手元に資料２をご用意頂きたいと思います。第３回以降、今年に入りまして、当面検
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討すべきことと致しました３つの課題がございましたが、これらの各論的事項につきまし

ては、前回第８回までに一巡したということを受けまして、今日は再び総論的な事項に進

みたいと考えております。前半、スライドの１から８まででございますが、これはマスタ

ープランと地区計画等の制度の現状と課題について、レビューを行うための素材をまとめ

たということでございます。 

 まずは、スライドの１でございます。マスタープランについてでございます。マスター

プランといっても法令用語ではございませんが、ここでは都市計画のマスタープランとし

て、法律上位置付けられているもの、都道府県レベルでは「都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」、それから市町村レベルの「市町村の都市計画に関する基本的な方針」、こ

れらについては、便宜上「都市計画区域マスタープラン」、「市町村マスタープラン」とニ

ックネームで扱わせて頂きたいと思います。スライド１の右上に市町村マスタープランの

制度化を答申致しました平成３年の当時の都市計画中央審議会答申の記述を掲げておりま

す。都市計画のマスタープランの機能が整備されたもので、この内容には特につけ加える

ことはございませんが、このスライド１としては、具体の都市計画との先後関係について、

論理的にはマスタープランが先で、これに基づいて都市計画が定められる、こういった意

味では、決定の方針ということを前提にしているかのようですが、２つ目の黒丸にござい

ますように、実は既に都市計画が一定定められている中でマスタープランを打つというこ

とが、決定の方針という性格よりも見直しの方針そのものと言えるのではないかという観

点を書いております。 

 前回、都市計画の見直しをめぐる問題を取り上げたところでございますが、マスタープ

ラン、その方向付けを与える機能を期待されるのではないかと思います。その意味ではマ

スタープランの行政文書としてのバランスのよさや、立派さということではなく、これに

よって都市計画をどのように見直そうとしているのか、あるいは見直すべきとしているの

か、こういう点を強調して見ていく必要があるのではないかということでございます。 

 スライドの２でございます。マスタープランの特徴ということで、個別の都市計画と分

ける点は、１つは具体的な権利義務に関わるかどうか、実現のための権利制限を伴うかど

うかということが挙げられると思います。このことと呼応して、個別の都市計画では厳密

な即地性が求められるのに対して、マスタープランは即地性が緩やかで、大づかみである

という面もあると思います。図に示しましたように、マスタープランの法的な効果という

のは、専ら権利義務ということではなくて、個別計画のコントロール、調整機能であると
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言えるのではないかと思います。この点については、都市計画の中での体系化という機能

だけでなく、下の黒丸にございますように、例えば他の領域の計画との関係でもこれと直

接個別の都市計画が関わるというよりも、法律上一旦マスタープランが受けるような形で

関係性が規定されるというものも見られまして、いわば接点の役割を果たしているという

ことではないかと思います。 

 次にスライドの３と４でございます。マスタープランの課題として、次のスライド４に

かけて３点、掲げさせて頂きました。まず、都市計画区域のレビューの際にも話題に致し

ましたが、都市計画区域の位置付けとか広域化といったものが課題としてありますので、

特に都市計画区域マスタープランには同様の問題をはらんでいると思います。その上で小

書きしている記述ですが、現行法では都市計画区域に関する規定が真っ先に置かれており

ます。その上で基礎調査、あるいは都市計画区域マスタープランの策定、具体の都市計画

の決定といったアクションが繋がってくると、これを都市計画区域の指定を前提として位

置付けているところですが、こうした順序とか先後関係を見直していくということが考え

られるのではないか。 

 具体的には、現在の一つ一つの都市計画区域を越えるような、より広域の視点からの方

針を描いて、その中で都市計画というツールを駆使していく場所が決まってきて、その中

で例えば現在の都市計画区域に当たるような計画単位も浮かび上がってくる。それに応じ

てマスタープランと各区域指定の前段階としての調査もあり得る。こういったような形が

考えられるのはないかということであります。逆転と書かせて頂きましたが、制度として

想定する場合には、方針の中で区域が一体的に決まってくる。こういったようなやり方も

考えられるのではないかと思います。 

 それから次に、都市計画とマスタープランの相違ですが、即地性の程度や、定性的な内

容を含み得るかどうかということについては触れましたが、都市の土地利用の状況が今ま

で少し触れましたが、性格付けが明確でない、あるいは用途が混在的で性格付けが明確化

することも難しい、こういうエリアが広く広がっておりますが、こうしたところにどう対

応するのかということについては、即地性の厳格な都市計画によって、かたく対応してい

くということも当然中核にあるわけですけれども、これだけでやるというのは限界もあり

ますので、一方で方向性も何もない状態で放置するということも問題であるとすれば、マ

スタープランによるような比較的即地性の緩やかな方針的な事項を使いこなしていけない

だろうかという問題意識に達するわけでございます。こういう点については、これまでも
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チャレンジしてきた問題で、ただ難しくて実現を見ていないような部分ですけれども、集

約型都市構造化という局面では避けて通れないのかと考えておるところでございます。 

 小さな字で書いてある部分には、併せて、様々なソフトの領域との接点を広げていくと

いうことを掲げております。この点については、２つのマスタープランがございますが、

市町村マスタープランの領域ではないかと。都道府県レベルのマスタープランは、むしろ

広域性とか構造的な課題とか、地域間の調整といった点に特化していくという形で性格付

ける分化を図るべきではないか。その上で、市町村レベルを都市計画制度の中核と位置付

けていくといった必要があるのではないかという問題意識を掲げております。 

 スライド４に行って、 後に「参加」の問題でございます。既に一部の先進的な公共団

体では、熱心な住民との対話を繰り返しながらマスタープランづくりに取り組んでいると

ころでございます。それでも総じて個別都市計画ほどには関心が盛り上がらないという声

も聞きます。今からもう３０年ぐらい前の答申ですが、レベルの相違による参加の工夫の

問題には触れておりますが、マスタープランの実効性の向上と参加の問題は切り離せない

と思いますし、個別都市計画とは異なるマスタープランとしての特性の応じた工夫がある

わけです。こういった考え方があると思われるところでございます。 

 次に、スライド５からは「地区計画等」の問題でございます。「地区計画等」というのは、

一般の地区計画のほか、特定の政策目的の推進のために、今では防災街区整備地区計画、

歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画、こういったタイプのものが

ございますが、共通して、ベースになっているような用途地域による枠組みを詳細化・補

完する計画である。利用のされ方としては、どうしてもそういう意識で取り扱われる場合

が多いのではないかと思いますが、実は総合性を備えた、そういう計画ということ。これ

は参考に掲げましたが、平成３年の答申では、後ほど改めて触れたいと思いますけれども、

市町村マスタープランの組み合わせで地区計画と市町村マスタープランを第２段目の都市

計画といった考え方を示しております。これについては、まだ使いにくいというような、

いろいろご意見もあるとは思いますが、制度化以来、地域の様々な課題に応じて柔軟な使

われ方をしてきているのかと。そういう意味では、都市計画制度の中でもヒット商品と言

えるのではないかと思います。「まちづくり」という言葉とは も近しい関係にあると思い

ますので、当初は特例的な扱いから出発をしておりますが、現在では既に当たり前の制度、

一般的制度と言えるまでに定着しているのではないかと思います。 

 近年の都市計画制度の改正については、少なからず、こういった計画の詳細化というも
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のを基軸にしておりましたので、この分野の制度の充実が進んだ一方で、やや複雑化も進

んできたのかと。特に も身近な計画であるにも関わらず、むしろ法律上の基準が も詳

細になっているという状態になっており、分権的な観点から逆なのではないかと意見もあ

ると思いますが、一方で権利義務の詳細に「より立ち入っていく」という法制的な評価も

関係していると思っております。 

 それからスライドの６でございますが、地区計画については、これまでも活用の推進を

図ってきたところでありますので、今後もその方向性は変わらないと考えておりますけれ

ども、３つの展開の方向性を掲げております。 

 まず、制度の位置付けについてですが、先ほど申し上げた用途地域とかの補完性みたい

なことを脱して、むしろ根幹に据えるということになるとどういうふうになるだろうかと

いうことであります。用途地域を補完するのではなく、むしろ地区計画のないところを用

途地域が補完するというような発想ですが、そういった観点、それからまた、特に優良な

プロジェクト推進のために特例的な地域地区を含めて制度がかなり複雑化してきています

ので、そういうことで考えれば、体系のシンプル化を図っていくといった方向性もあるの

ではないかということでございます。この点については、都市計画決定権者によっては、

こうした重なり合う体系を駆使した運用が定着してきているところもあり、そういった意

味での見直しのときのメリット、デメリットというのを比較する必要があるかもしれない

と思います。 

 それから２つ目に、これまであまり光が当てられなかった領域として、地区施設につい

て触れております。第６回の小委員会では、まちなかのコアの問題として取り上げた官民

の中間領域、このパブリックスペースみたいなものの話を出させて頂きましたが、そうい

ったものの受け皿としての拡充の可能性がないかという視点でございます。 

 それから３つ目に、手続面でございます。既に都市計画の一般的制度としての「提案」

に加えて、地区計画等は「申出」という別のチャンネルも用意されており、こういったも

ので地域の発意で動かしていくという場合が定められております。これと行政が作成した

案に綿密に意見を求めていくといったタイプとのすき間があるのかと思っており、行政が

例えば投げかけて合意形成を促していくというプロセスがあるのではないか。これは現行

制度でも排除されているわけではありませんし、実際にそういうことでやっている例もあ

るのではないかと思いますが、例えばマスタープランに重点的に対応するようなところを

定めて、そこで合意形成とか、都市計画提案のまちづくりの案づくりを促進していくとい
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う発想といったことでございます。 

 モデル的には、そこに少し掲げておりますが、「まちづくり計画策定担い手支援事業」と

いう名前で支援をしてきておりますが、こういう方式をどう展開していくかというのがあ

るのかと。一方で、その下に掲げさせて頂きましたが、地区計画への住民意見の反映のた

まの参加手続というのは、一般の都市計画よりも加重されておりますが、地域からの発意

がある場合には画一的に行うのではなく、別の取り扱いがあってもいいのではないかとい

うことを掲げさせて頂いております。 

 次にスライド７でございますが、論点として考えられる主な事項として、制度的にはマ

スタープランと地区計画は上位計画と詳細計画と、サンドイッチされた両極端なものです

が、総合性や方針性といった共通点もありますので、まとめて、特に意見が割れそうな項

目や、反対方向の意見があるようなもの、こういったものに直面しているものを３点ほど

掲げさせて頂きました。 

 まず、マスタープランにしても地区計画等にしても、もっとソフトな内容を充実してい

くべきではないかという考え方については、一方で逆に都市計画の性格というのは曖昧に

なって、権利制限なども理屈で筋を通さなければいけないという面を損なうのではないか

という伝統的な考え方もあります。真ん中の欄では、都市計画の中に取り込んでいくより

も、こうしたニーズをつなぐものとして、協定等の活用が考えられるのではないか、そう

いう連携の体制ではないかとしております。 

 次に、既に少し触れておりますが、即地性の緩やかな定性的な方針の活用という面につ

いても、あるいは実効性の向上策ということについても、一方で本当に必要ならきちんと

都市計画を定めて対応すればいいのではないかという筋論もあります。この点につきまし

ては、真ん中で、抽象的な議論よりもどういうものなら、例えば事前明示性の問題がなく

て、あるいは実効的な機能を果たし得るかといった検討をモデル的にして明確にしていく

ということが必要ではないかということを掲げさせて頂きました。 

 それから 後に、制度体系の見直しに係る論点ですが、一般論として都市計画法と密接

に関連している建築基準法の集団規定の統合を求めるという意見があることは承知してお

ります。もともと都市計画法の中では、地域地区の権利制限につきましては、別に法律で

定める、建築基準法だけでなく、他の法律も含めて外部化した体系になっておりますので、

こうしたものをどう見ていくのだろうかということなりますが、とりわけ地区計画等につ

いては、都市計画法の規定内容と集団規定の規定内容とが入り組んでおりますので、特出
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しで指摘を受けることもあります。この点については、先ほども触れたとおり、シンプル

で使いやすい、地域の創意工夫が 大限生かせるような制度を目指していくという方向性

だと思っております。ただ、ポイントとしては、単なる法形式面の整理ではなくて、内容

を伴うものにしたいと。それまでの間は一覧化などを進めていくのではないかということ

を考えさせて頂きました。 

 続いてスライドの８でございます。タイトルとして「二段の都市計画」の今後の方向性

のイメージを掲げております。以上のまとめと致しまして、今後の制度運営の方向性につ

いてのイメージを掲げてみたものでございます。左側の半分に「広域的都市構造」と「身

近なまちづくり」の関係とありますが、図に描きましたように、都市計画法の中の原理と

言えるものは、「都市計画区域」という計画単位を起点として、その中で定められる広域に

わたるものから狭域のものまで、様々な都市計画の一体性を重視・強調している。そうい

う観点で、例えば、より広域性の高い都道府県決定の計画が市町村決定計画に優先すると

か、あるいはマスタープランが個別都市計画に優先するといったような全体が部分に優先

する形式というのが見受けられるのではないかと思います。 

 その中で、「まちづくり」というワードが広がっていることと呼応して、地区計画等ある

いは市町村マスタープランという、これも後から出てきた制度が充実致しまして、平成３

年の都市計画中央審議会の答申の中でいう「第２段目の都市計画」、この領域が充実、拡大

してきております。近年の地方分権の進展、計画論の進化、あるいは広域的な課題につき

ましては平成１８年改正の大規模集客施設の立地を巡る問題などでやや注目を集めたもの

の、都市計画全体の中で見れば、マクロ的なものよりもミクロ的なものへの傾斜が見られ

るのかという印象がございます。 

 こういったものに対して、右側のシナリオの１は、一般的な分権の考え方として求めら

れているものですが、これは要は第２段目に一元化していったらどうかと。結果的にはエ

リア毎に細分化するという面もありますが、第２段目の都市計画の方をどんどん一元化し

ていったらどうかという発想だと思います。 

 シナリオの２は、より重要なのは都市活動の広域化に対応致しまして、特に県レベルの

対応がより広域化の方向にシフトしていって、計画論などにも新たな光を当てていくこと

ではないか、あるいは、身近な方は体系のシンプル化を進めて、さらに協定といった官か

ら民へという要素も含めて地域の自己決定力を高めていくといったものではないかという

ことでございます。 
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 以上が前半部分でございます。次にスライドの９から１５、後半は基本理念とか制度体

系といった総論的な事項に触れさせて頂きます。 

 まず、スライドの９で、制度目的、基本理念といったレベルの問題意識でございますが、

第１回の小委員会でも提示を致しました「集約型都市構造化」という方向性をどのように

明確化、位置付けしたらよいかという点を挙げております。方向性としては、①にありま

すように、法令で位置付けて、コンセプトに合わないような規定をこの際整理していくと

いうようなこと。一方、②にありますように、法令をいじるだけではなく、それによって

自治体にどのような影響が及ぶのか、あるいは及ぶようにするのかといった２つの問題が

あるだろうと考えております。 

 ところで、「集約型都市構造化」というコンセプトを法令に位置付けるということを考え

る際には、既存の理念とこれが異なるとか、反するとか、転換するという単純な問題では

ないのではないかということもあり、２つ目の黒丸ですが、例えば土地利用に関する規定

には、今でも「適正かつ合理的な土地利用」といった文言が概念規定をされております。

これとの関係を考えてみると、適正・合理的な土地利用というのは、さらに抽象度が高い

概念なので、集約型都市構造化という考え方を排している訳ではないのではないか。その

意味内容が時代の流れによって変遷してきているということではないかという疑問が生ず

るところで、文言の単なる置き換えでもなく、そうした意味内容を吟味して検討する必要

があるのではないかと思います。 

 このような観点からは、都市計画法だけではなくて、国土利用計画法、さらには土地基

本法とも一貫性のある取り扱いをしていかないといけないと考えられます。２つ目の黒丸

の括弧書きさせて頂いておりますが、「農林漁業との調和」という文言が都市計画法の基本

理念の冒頭にも出てきますが、これについても法制定時には互いに支障がないように線引

きという形で、いわば対極的に区分けをするというのが、この調和の内容だったと思いま

すが、第６回の小委員会の市街化区域の問題で触れましたように、今後は同じ空間の中で

共存、調和を目指していくといったことにも置き換えられていくといいますか、変わって

いくということかもしれませんし、抽象性ゆえに文言は変わらないかもしれませんが、考

え方が転換しているということをどう表現していったらいいのかという問題かと思ってお

ります。 

 それからスライドの１０でございます。法令レベルの対応が抽象的にならざるを得ませ

んので、個別性とか裁量性が強い中で規範性を発揮するのは一定の限界があるのではない
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かと考えております。そこでより重要なのは、法的に位置付けるということによって、ど

のように計画が、実態が変わるようにできるかということではないかと思っております。

その１つの解が手続的な対応だろうと思っております。ここでは論点として、手続的な対

応をする場合にも一挙に棚卸しを行うのか、あるいは時間をかけて方向性を変えていくの

かと、その姿勢の問題を掲げさせて頂きましたが、本来改革的なのは前者ですが、都市計

画をゼロベースで隅々を見直すというのは、実際かなり手続負担の重いアプローチになる

可能性がございますので、その意味では、後者のように一種退路を断つ形で時間がかかっ

ても逆戻りしないように進めていくという面が現実的には多くなるのではないかと思いま

す。 

 そうすると短期的には大きな変化がないという可能性もありますが、方向性が変わって

いくことを担保するために、あるいは手続的な対応というのが形式に流れてしまうという

ことがないようにするために、具体の方法論レベルの指針や、規範の明確化がなお必要な

のではないかという問題意識を掲げさせて頂いております。これが法制度論と並行して、

やはり画竜点睛といいますか、そういった形で取り込む分野ではないかと思っております。 

 ３つ目の黒丸に「スタンダード」と掲げまして、これも前回、合意形成促進策というこ

とで資料の中でも触れたものでございますが、ここではさらに都市計画運営全般に拡張し

ております。言葉遣いで混乱しないように補足致しますと、ここでスタンダードと言って

いるのは、都市計画基準とか都市計画運用指針とかマニュアルといった類の文書、あるい

は標準化ということを指しているのではなく、集約型都市構造化スタンダード、あるいは

デファクト・スタンダード、こういった表現におけるスタンダードということなのかと。

その手法としては、考え方を示す文書や方式の標準化もあるかもしれませんが、イコール

ではないといったようなところでお考え頂ければと思います。すなわちスタンダードを確

立するというのは、標準のひな形を示した文書を策定しましょうということではなく、そ

ういう状態があって当たり前、されてしかるべきといった規範的状態になるにはどうした

らいいでしょうかということかと思います。ただ、こういった言い方では雲をつかむよう

なので、具体的アクションがピンとこないということもあるかもしれません。観念的にそ

もそも何をどうしたらいいのかという意見もあると思います。 

 例えば具体的に、そういったことも踏まえて、低炭素都市づくりですとか、あるいは計

画見直し方式といった題材について、基本的な考え方や、あり方をなるべく記述化あるい

は共有化していくといったような道筋はないのか、そういった努力が例えば専門職能とか、



 -10-

計画論の進化にもつながるのはないかと考えております。 

 例え話が適切かどうか、ご指摘があるかもしれませんが、誤解を恐れずに申し上げます

と、例えば法律家でいいますと、リーガル・マインドという言葉がございますが、これは

別に成文化されているものでも、法律そのものとか解釈そのものではないのですが、ある

べきだと考えられておりますし、教育の場でもその養成もされているといったものがあり

ますが、言うならば、そういったような基本概念のようなものにたどり着くのではないか

と考えているところでございます。 

 それからスライドの１１以降は、それ以外の制度目標、基本理念とか基準の内容に関し

て、色々と論じられることがあるものについて幾つか並べてみたものでございます。 

 ①の環境のところは、例えば都市計画の目標に法律上環境というのはないのではないか

といったご指摘を受けることがよくあります。平成１２年改正の中では、都市計画基準の

中に自然的環境の整備、保全に配慮しなければならないという文言も追加しておりますが、

一般論としては※印にありますように、抽象的な「環境」ということではなくて、場面を

明確にしていく必要があるのではないか、それから絶対的な基準として位置付けるという

のはなかなか難しいのではないかと考えております。 

 それから２点目の利用者側の視点というのは、都市計画に限らない大きな流れだと考え

ております。都市計画は一方で供給サイドの施策であるという本質もあって、これは変え

られないのかと。その中であまり目に触れないといいますか、顧みられることがなかなか

ない条文ですが、都市計画法第１３条第２項という文言がありまして、これは国会の修正

で現行法ができたときに追加されたものでございますが、当時の状況を背景として供給側

への注文として書かれているように見える規定ですが、こういったものを今後どう見てい

ったらいいのか。住宅建設の必要性が低下しているとして排除するのか、住宅だけではな

くて福祉機能など、あるいは利用者側の視点も盛り込んだ基準として考えていくのか、そ

ういった論点を提供しているように思われます。 

 それから３つ目のソフト面については、先ほどのスライド７の論点に重なる問題でござ

います。 

 ４つ目の観点は少し異質ですけれども、用途純化という言葉がございますが、あるいは

ゾーニングという基本概念に関わる問題でございますが、これを捨てるということはでき

ないと思っていますが、例えばこの小委員会の第５回から第７回まで土地利用面の議論を

して頂きましたが、その中で用途の混在というものを正面から受け止めるような方向性が
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基本概念としてあっても良いのではないかという考えでございます。この混在については、

消極的なもので、例えば跡地になって発生してしまうものから、エネルギーの面的利用の

ために用途のベストミックスを考えようと、あるいはそれを組み合わせようといった今日

的、積極的なものまで視野に入ってくるだろうと思います。 

 それから 後に、時間軸とか変化の問題でございますが、これは計画の見直しの議論の

根底にあるものですが、ここではそういったものもあるし、それから変わるべきものと、

変わらざる価値、タイムレスな計画といった考え方と、両方を視野に入れていかないとい

けない。その意味で的確な情勢適応という面と、ぶれてしまうということとは異なるので

はないかという点を掲げております。 

 それからスライド１２以降でございますが、さらに抽象化していきますが、関連法、条

例、協定等との関係整理、あるいは制度の枠組みに関する検討の素材ということで、実は

第３回の冒頭でもご議論頂きましたが、そのときには都市計画法という枠組みを超えて取

り巻く体系を視野に入れて、どういう議論になるのかということを、都市計画の中から一

般則を抽出するとどうなるのかという視点で申し上げたのに対して、今回はどちらかとい

うと、取り巻いている方から都市計画を眺めて、どういう論点があるのか、より大きな制

度体系や、あるいは都市計画の外延のあり方、そういった観点で、ここでは私どもの考え

方を述べるというよりは、むしろ参考となりそうな資料をつけさせて頂いておりますので、

お気づきの点をコメント頂ければと存じます。 

 それではまず、法体系という点でございます。土地利用面では特に我が国の法体系が縦

割り的で一体的なものとしていくべきであるというご指摘があります。主として建築基準

法集団規定との関係、あるいは農業的土地利用との関係の二面でご指摘されることが多い

と認識をしております。 

 この点については、お隣の韓国で１０年近く前になりますが、大幅な体系整理が行われ

ております。ここに掲げられているように、基本的に関係する法令を全部一体にしたとい

うことのようでございますが、申し訳ございませんが、これによってどのような効果がも

たらされたのかとか、あるいは韓国と我が国の国情の違いといった前提条件の影響につい

ては、十分把握できておりませんが、こういう例もございます。 

 それからその下の黒丸ですが、一方で法律の体系のあり方に関わらず、どうなるとして

も、例えば異質のもの、広域的な観点と狭域的な狭いエリアの観点というのは、無理に一

つにまとめることはできないのではないか。対立軸は対立軸としてきちんと調整するよう
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な構造化された体系を持たなければならないのではないかという観点も記載しております。 

 それからその下で、法体系のあり方もさることながら、ワンストップ化の発想での具体

の手続、プロセス面での統合とか体系化という視点もあるのではないかと思っております。

土地利用関係の手続のワンストップ化というのは、どちらかというと一般的なサービスと

いうよりは、特に企業誘致したいという場合のサービスの一環として取り組まれている例

が多いようですが、その下にございますように、電子化やＧＩＳ化というのもサービス面

での統合も一つのあり方のように考えられます。例えば、都市計画の関係の手続も徐々に

ネットベースでの取組が始まっておりますが、例えばポータルサイトのような統合体系化

といったものに近づいていくということが今後強まっていくだろうと考えております。 

 それからスライド１３は、都市計画の定義とか外延の考え方でございます。 後に都市

計画と条例、あるいは協定との関係について幾つか議論の素材を並べております。都市計

画が地域の自己決定を重視して、他の形式で代替可能なのか、あるいは状況が多様化する

中でどこまでカバーすべきなのか、こういった都市計画の存在そのものに関する論点に対

応するものでございます。まず、都市計画という法形式と条例という形式の関係ですが、

既に、どちらか、というのではなく、都市計画のある領域が条例によって支えられており

ます。だから、都市計画は条例形式でよいのではないかと考えるのか、それとも基本的に

はレイヤー上の図面の集積からなるような都市計画と、図面という性格のものと、文字か

らなる条例、これの違いから、例えば空間を指示するとか、あるいは体系性・関連性の整

理を行うといったもので都市計画という形式が必要なのかといったような幾つかの論点が

含まれていると思います。 

 それからスライドの１４でございます。法令の委任によらない独自の条例について触れ

ております。以前にも幾つか議論に出てきておりますが、いわゆるまちづくり条例のよう

な動きが展開しており、法定都市計画との関係をどのように考えたらいいのか。中には法

定都市計画でカバーできるようなものの内容を殊さらに条例で実施しようというものもあ

りますが、この点については、２つ目の○で三鷹の例を出しておりますが、公共団体にと

ってみると、まちづくりという政策課題に取り組む上でまちづくり条例というのは、包括

的に定めている訳ですが、その一つのゴールとして法定制度も組み込んでいっているとい

う例なのかと思います。あるものは法定制度を使いこなし、あるものは独自の取り組みで

と、あまり境界を分けずに総合的に取り扱っている発想は示唆的なのかと。法定制度には

法定制度としての本質と領域がありますし、これをないまぜにしていくというよりは組み



 -13-

合わせ型で対応していく。その場合、第３回にも少し議論をして頂きましたが、その全体

を通じた事前明示性ですとか、共通一般則の明確化といったようなことで整合的に運営し

ていくようにするというのも方向性として見えているように思われます。 

 それからスライド１５は、まちづくり協定の問題で、既に法定の協定論については議論

して頂きましたが、それ以外の任意協定論について触れさせて頂きました。多様性とか都

市計画との組み合わせの可能性という点もまちづくり条例に関する論点と共通するものが

ございます。協定は主として結べる前提で論じられてきておりますが、今後は国として考

えていくべき課題としては、結べるものを結んでくださいということではなくて、むしろ

異論があっても合意しなければいけないような場合とか、あるいはそれぞれにメリットば

かりではなくて、負担を伴うような場合等、少しハードな場面を題材にしていく必要があ

るのかと考えておりまして、そういった点はここの中には表れていない訳ですが、一方で

その観点から見ると、違反是正問題というようなもの、あるいはその中での行政の関わり

方というのは、よりしっかりと論じていかなければいけないのではないかと考えておりま

す。 

 議題に関する説明は、以上でございます。 

 後に、小委員会の審議について、若干説明をさせて頂きたいと思います。 

 スライド１６のように、第３回以降、今年に入りまして、当面議論することとされた①

から③の課題については、積み残しの事項もございますが、大体一当たり巡ってきたと考

えております。短い時間で大変広範囲の内容が含まれましたので、まだまだ突っ込みが足

りないとか、消化不良というお叱りを頂くかもしれませんが、この各論が一巡したところ

で、少し整理をしてみたいと考えております。 

 スライドの１７の方でございますが、これまでの検討の大まかな整理ということで、少

し考えてみた枠組みでございます。このスライド１６でいう①から③という課題について

は、便宜的な面もございますので、当初の目論みであった都市計画制度の総点検という視

点に馴染むように組み替えてみたものが左側の枠の中でございます。それぞれ一旦ばらし

てまとめ直してみたということでございますが、一応制度の骨格的な部分については、こ

れで大体論じてきたと言えるのではないかと、足りないところはまたご指摘頂ければと存

じますが、そういうふうに思っております。 

 その中では下にありますように、先行的に成果に繋がった事項としては、ご報告致しま

したように、地方分権関係、あるいは幅広い環境貢献による容積率緩和の運用明確化とい
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った面が挙げられる一方で、まだまだこの部分は全くやっていないではないかという漏れ

のご指摘もあろうと思います。こうした整理の上で、抽象論から各論、個別論までかなり

多岐にわたる議論が数多くあるということなので、少し解きほぐして次のステップに繋げ

ていこうということで、一度、全体の中から制度見直しの基本的な考え方として、どうい

う議論の塊が抽出されるのかを考えてみたいと思っております。 

 スライドの１７は、そのイメージを示しております。変化への対応については、ビジョ

ンレベルでは「集約型都市構造化」に正面から取り組んでいく。実現手段レベルでは計画

論・規制誘導論ですけれども、人口減少、高齢化を迎える社会経済構造の変化の中で成長

活力の維持と安定性の両方を追求していかなければならない。手続レベルでは、供給側だ

けでなく利用者側の視点も重視する。参加合意形成論・運営論を組み立てていかなければ

ならない。こういったことを掲げてみました。 

 これだけでは抽象論なのですが、具体的にどのようなシステムに繋がっていくかという

ことについては、重点的に考えなければならない分野として、短期から中長期にわたるも

のまであるかもしれませんが、４つに整理をしてみたものでございます。 

 集約型都市構造化という目標がまず都市計画の見直しを通じて具体化されると考えられ

るものですから、そのあり方はどうか。それから分権の一方で広域的な対応とか整合性が

どのように確保されるか。さらに市街地のメリハリを強化して、土地利用コントロール手

段を充実していくこと。特に建物系だけでなく、むしろ建物ではない方、オープンスペー

ス系、あるいは混在・共存の関係というものを重視していくこと。官民連携を推進してい

くこと、こういったような分野。これらは必ずしも並立ではないかもしれませんが、柱立

てとして考えてみたものでございます。 

 それぞれの具体的な制度の見直しの方向性と合わせまして、これら全体から望ましい制

度体系のあり方はどんなものになるのかといった順番で議論していくこと、そういった枠

組みとして掲げてみたものでございます。 

 本日は、この１７の部分は予告編でございまして、議論の時間が十分にございませんの

で、できましたら年明けに別途、皆様のところにお伺いを致しまして、これまで頂いたコ

メントの集約、整理、確認ですとか、漏れの追加をお願いするとともに、あわせてこの総

点検とこれまでの検討整理をまとまりのある形にさせて頂いて、その上で改めてご審議頂

きたいと思っております。説明は以上でございます。 

【委員長】  どうもありがとうございました。それでは、ご質問等がありましたら、ど
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なたからでも結構ですので、ご発言をお願いいたします。如何でしょうか。 

【Ａ委員】  後のまとめに向かうということで、割と広い範囲の議論を今日はさせて

頂くのかと思うのですが、一番大きな質問というか、それを 初にさせて頂いた方がいい

かと思いますので、その質問を一つさせて頂きたいと思います。議論のポイントは、一応

集約型都市構造を目指しておられる、そうしようというルール体系を作ろうとしていると

いうことはよく伝わるのですが、今やられている、書かれているこの内容で、それが本当

に実現される部分というのは、どれぐらいあるだろうか、もしくは、違うように使われて

しまう部分というか、そういう部分というのもあるのではないだろうかというのが気にな

っているということです。要するに、やりたいということがこうだけれども、本当にそれ

を実現できるような仕組みになっているかどうかというのをきちんと見て頂きたいという

点があります。 

 個別で幾つか関連して、気になっているポイントを具体的に申しますと、例えば３ペー

ジとあと８ページの間の関連ですが、３ページのところで、一応、区域マスの方は、広域

の調整でやりましょうと、それに対して市町村マスで、そちらを中心にしましょうという

ことで、これは分権化の流れからそういうことなのかと思いますが、この区域マスの調整

というのは、本当にどこまでやれるかということです。例えば、それぞれの市町村が小さ

い市町村も私のところに集約するという、広域的に見たらわがままかもしれませんが、そ

ういうことをやった場合にうまく広域で調整できるだけの権能が上にあるのかということ

と、例えば８ページのところのシナリオで、まちづくりは市町村の裁量に任せましょうと

いったときに、まちづくりという用語で総称してしまうと、その中に何が入ってくるかと

いう見えない状況の中で、これを完全に市町村に任せてしまうと、広域的な体系を崩すよ

うなものがまちづくりの中に実は入ってきてしまう。そういったときに、調整がとれなく

なってしまうということはないだろうかという危惧があるということが１点目です。 

 あと２点目は、論点でも挙げられておりましたフィジカルという言葉です。フィジカル

とソフトという言い方で整理されていますが、それ以前に、論点の、ページで行くと、７

ページであったり、それから１１ページで見て頂いた方がいいですね、１１ページの真ん

中の③のところ、「「集約型都市構造化」の議論がフィジカルな面をとらえており、生活質

の改善云々」と書いてありますが、フィジカルといったときに、フィジカルで集約型にな

っていれば、これでいいでしょうという形で逆の形で本来は望ましくない都市開発などを

やられてしまうというパターンがあります。 
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 例えば、中心部に集約すれば、フィジカルな面で集約型都市構造でしょうといったとき

に、都心にマンションさえつくれば、それで集約化が進んでいるでしょうとか、中山間地

域から撤退した方がいいという、それは全然別の次元の問題を持ってきて、中心部に持っ

てくれば、フィジカル的に成立するでしょうといった事例です。これらはソフト以前の問

題で、ある意味、まだ集約型都市構造自体にどういうものかという誤解が残っている状況

の中で、この言葉が外に出て行ったときに、非常に、悪い言葉で言うと、悪用されてしま

うという側面がまだ残っているということです。だから、そこのところは、まずフィジカ

ル、ソフトという論点に分ける以前に、フィジカルな面でも確かにどういったものが適切

なコンパクト化かということが理解されるということがまず大事になるということです。 

 あともう１点。その下の④ですが、用途の純化を理想型とするゾーニングは問題だと。

これは確かにご指摘のとおりだと思いますが、これも気をつけなくてはいけなくて、ミッ

クストユースの方がいいですよというのは、例えば東京都などの町の中の場合は確かにそ

うです。商業と住宅とかがある程度混じっている方が自動車の依存が少なくなるという傾

向になります。しかし、地方都市などの場合で、例えばうちの新規開発は住宅もやってい

ますし、商業もやっています、用途のミックスをやっていますというところの交通行動を

見ると、実は結局住宅とその商業の間を車で動くようになっているとか、他の所から車で

そこに来るようになっています。このような地方における用途ミックスのスケールでは、

理想となるような都市計画を実は実現できない場合が多いことを統計的に証明しておりま

すので、単に純化をだめだと言って、今度はミックスにしますというふうに振り子を戻す

ような議論にはされない方がいいように思います。地区毎、地域毎にどういう特性がある

かということを見ながら、必要に応じてこのことも考えるということにするという細かい

組み立てが要るのかと思いました。 

【事務局】  そういうご質問を頂くと、なかなかこれでできますということを言うこと

はできなのですが、一つは、今ご指摘のあったところで言うと、実は集約型都市構造化と

いうことを受けとめたときに、「何とか地域」ができるとか、「何とか計画」をつくります

ということで受けとめるという問題では 早ないので、都市計画全体の運営みたいなこと

だとすると、結局今の都市計画がどう決まっていて、これをどう見直すのかということに

もう尽きるのかというところがございまして、そこは柱立てとして弱い。今のいろいろご

指摘になったのは、結局は考え方が表面的なものではなくて、きちんと理解に基づいて行

われないと、はき違えてしまうものが出てこないかということだと思ういますが、そうい



 -17-

うところをどう塞ぐのかというのは、行政だけではなくて、むしろ関係者の方全体として、

まさに考え方が明確になって追い込んでいかないと難しいのかと。 

 分権については、広域調整とか、いろいろお話がありましたが、これはやはり両面あっ

て、だから極めて統制型のシステムの方がいいと考えるのか、それとも分権的なところで

何とか調整をしていこうと考えるのかというところが岐路にあるように思いますので、ど

ちらかというと、後者に軸足を置きつつある中、一方で広域調整みたいなものをどう受け

とめていくのかというところで、そこは悩みどころですが、実効性を追求されると、そう

いう意味でやや不安は分権の話ではありますが、そこをどういうふうにしていくのかとい

うところは、これも制度論プラスαで何か考え方みたいなものは出てくる必要があるかと

思っている部分でございます。以上です。 

【委員長】  よろしいですか。 

【Ａ委員】  はい。 

【委員長】  どうぞ。 

【Ｂ委員】  今、集約型都市構造ということで問題提起がありましたが、私はこのスラ

イドの１７のところが非常に今日の議論をよくまとめていらっしゃると思いますが、やは

りまさに今検討しているビジョンの話で、集約型都市構造というところをしっかりと今日

は議論をしなければいけないと思います。 

 それでスライドの１６にございますように、 初はエコ・コンパクトシティと言ってい

たわけです。つまり、コンパクトシティは、集約ですけれども、その前にエコがついてい

た。集約型都市構造ということでずっと移行してきておりまして、そのエコという言葉が

いつの段階からかなくなっているわけです。そうすると、非常にフィジカルな形態として

のメッセージになっているわけで、集約型都市構造というものに込められた時代へのメッ

セージというものが弱いというか、理解しがたい、伝わっていかない言葉になってしまっ

ていると思います。ですからこれは、少し頭を冷やして考えなければいけない非常に大き

な問題だと私は思っております。 

 それでそういう観点から言いますと、スライドの８にシナリオの１と２というのがござ

いまして、２が「広域的課題にも新たな光を当てる」という非常につつましい言い方です

が、そうではないと思います。私はシナリオ１でもなく、２でもなく、いわゆる集約型都

市構造にエコという言葉をどのように付けるかといいますか、それを両方包含する概念が

どうしても必要だと思いますが、その場合に、私はシナリオの１でも２でもなく、やはり
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両方、つまり、ミクロのまちづくり、それから自分達が住んでいるところのミクロの計画

がしっかり立ち上がるためには、あるいは機能していくためには、それと同じ比重で広域

がなければならない。つまり、支えているのは広域ですから。ですからフィフティー・フ

ィフティーだと思います。ですからこのシナリオ１、２双方ともやや実現というものが危

ういのではないかと思います。 

 今日ここにご提示して頂いたマスタープランの話と地区計画と、これが２つ出てきたと

いうことは、まさにとても問題を的確に捉えていると思います。地区計画、いわゆるミク

ロにズームインしていく話と、それから広域をどういうふうに考えるかと。 

 やはり、その２つというのがしっかりとした構造だと考えると、先ほど申し上げました

１７ページの実現の手段とか手続とかいったものがより見えてくるのではないかと思いま

す。私は緑地とか自然環境といった方面からいろいろやっておりますので、いわゆるまち

づくり、町の中に関する制度というのは、本当に精緻化していて、緑に関してもこんなに

細かくよくやってきたというぐらいありますが、その外側を見ますと、調整区域、それか

ら現実の世界では都市計画区域外の緑地と都市計画区域内の緑地はつながっているわけで

すから同じです。もっと奥に行くと自然公園というのがあって、今は里山とかいろいろあ

りますが、そのあたりの制度体系というのが都市計画法だけではなくて、すべていろいろ

なものが解けない問題になっていますから、ここはどうやって実現していくかというとこ

ろを一つの大きなターゲットの場所として、私は盛り込むべきだと思います。 

 先ほど事務局のご説明の中で、地区計画はヒット商品という非常にわかりやすい言い方

がありましたが、私はヒット商品というのはとても大事で、今申し上げたエリアをどんな

形で使いやすく、しかも参加する人、町の中の人と違う人達がいますので、その膨大にい

る違う人たちをどのように組み込む制度設計、あるいはシステムがつくれるかということ

であれば、私はかなりのヒット商品になるのではないかと思っております。以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。よろしいですか。 

【事務局】  一言だけ申し上げますと、エコが消えたわけではなくて、これは 初にエ

コ・コンパクトシティといった、いろいろ概念の混乱があったものですから、何か１つの

ものがあるのではないかという部分があったので、「集約型都市構造化」と「化」がついて

いる方に置き換えて、言葉遣いをかえただけですので、考え方を捨てたわけではございま

せん。 

【Ｂ委員】  それは理解しておりますが、この場の議論でそういうふうに理解していて
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も、資料としてこういう形で出ていくと、誤解されるのではないか、それが懸念されると

ころでございます。 

【委員長】  いいですか。どうぞ。 

【Ｃ委員】  意見として申し上げたいことは沢山ありますが、大きな所だけ。 

 １つ目は９ページで、「集約型都市構造化という都市政策の基本的方向性の明確化」と書

いてあって、法令上の措置でこういうことをどうやって取り扱っていくかという問題であ

り、今の「適正かつ合理的な土地利用」でも読めるのではないかみたいな、そういうお話

があったと思いますが、私の理解は、集約型都市構造化ということ自体は目的ではなくて、

目的はあくまでも、持続可能な地域社会を構築するということだと思います。これまでい

ろいろ議論してきた中で、持続可能な地域社会の構築のうちの少なくとも空間的な部分に

ついては、集約型の都市構造というのが今のところ一番汎用的で、しかも合理的ではない

かということであったと思いますので、もし法令に書くとしたら、持続可能な地域社会を

構築するということであって、集約型都市構造というのは手段として、その中で決めてい

くという話なのではないかと思います。それが１点目です。 

 ２点目はマスタープラン関係のお話で、基本的には今回の資料に書いてあることは大筋

ではこんな感じなのかなと思っていますが、まず、認識として、市町村マスタープランと

いうのは、それを作ったところにとってはかなり定着をしたものになっていて、実はそれ

は、作るときに相当それぞれの自治体で工夫をしてやったということがあります。それに

比べると、区域マスタープランというのは、全く市民的に見ると定着していないというか、

ほとんど知っている人もいないだろうという状況だと思います。 

 そういうことを考えると、分権で市町村に権限がどんどん移っていくということも考慮

すると、市町村マスタープランというのがまずマスタープランの中心で、その上にどう広

域を被せていくかということだと思います。広域計画はＢ委員が言われたみたいに、なけ

ればならないものだと私も思いますので、マスタープランという言葉を使うのがいいのか、

それとも何か広域のもう少し別の枠組みだったりという言葉を使うのかは、それはこれか

ら考えていけばいいと思いますが、何かここでマスタープランが２つあって、機能や性格

付けの違いと捉えるというのは、今までのマスタープランの捉え方で、私はマスタープラ

ンは基本的に市町村がやって、広域は市町村の協議体でやるのか、都道府県でやるのか、

主体の問題はさておき、いわゆるマスタープランではないような形であるという方がいい

のかとも思っています。その意味では、機能や性格付けの違いももちろんあるけれども、
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広い、狭いの話もあるし、上位、下位という話ももちろんその中には入っているという理

解をしているところです。 

 それからもう１つ関連で言いますと、 初に都市計画区域がまずありきで、そこからス

タートする従来の形を、広域の「マスタープラン」とひっくり返して、みたいな話があり

ましたけれども、私はそれは大変いいというか、本来そういう方向だろうと思いますが、

それは実は今の土地利用基本計画と同じ発想なわけです。ここを都市でやりましょう、こ

こを農村でやりましょうと区切っている。本来そういう役割を果たすのが土地利用基本計

画だったわけで、その意味でいうと、この考えは私は賛成ですが、これをやろうと思った

ら、そこまで踏み込んで仕組みをつくり直さなければならないだろうと思います。 

 それからもう１つは、７ページ、論点として考えられる主な事項ということで、これは

私も欠席させて頂いたときの資料を拝見すると、これまでの論点の整理の仕方は、どちら

かというと、かなり両極端と真ん中とうまく整理されていたと思いますが、今日のは両方

が成り立っているのではないですかというようなものが割と多くて、あまりきれいに、明

確に分けられていないような気がします。 

 例えばフィジカルとかソフトの話は、左側は拡大自由化で右側はむしろ限定的だけれど

も、右は要するに、法律としてやらなければいけない都市計画は何かという話であるし、

一方で、もっと市民的には、法律でやることだけが「都市計画」ではなくて、他にもいっ

ぱい入ったものとしての概念が、言い換えれば、一般名詞としての「都市計画」があるわ

けです。そういう仕分けで、要は権利義務に関わるので都市計画の中でも、あるいはまち

づくりの中でもどうしても法律に拠らなければできないところというのが、この右側の部

分であって、そうではないところは左側で、これはどんどん自由にやってくださいという

話で、これは多分両立する話だろうと思います。 

 それからその枠組みの一番下は、結論から言ってしまえば左しかない。要するに、建築

基準法とは統合しないとしょうがない、積極的にそうすべきだと考えております。 

 あとまだいろいろありますけれども、とりあえず、時間もありますので、これぐらいに

しておきます。 

【委員長】  何かありますか、いいですか。ほかに何か。 

【Ｄ委員】  私も大体、諸先生の言われたところに似たような関心がありまして、今日

の資料で言いますと、スライド９のところの、先ほどから議論が集まっている集約型の部

分です。Ａ委員からもご意見がありましたが、少なくともこの集約型の概念について多様
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なものであるということはいいのですが、ここの言葉で言うところのフィジカルな部分で、

どういう要件がこの集約型に相当するのかということを定めないと難しい。前の小委員会

のときもそうですが、集約化に向けた努力があると何となく、努力を促すようなことをし

ていると、これをこの中にカウントするような傾向もありましたが、都市構造として集約

型と考えるのか、それに向けてどう誘導するのかというのは別次元なので、 低限、集約

型の都市構造というのを決めなくてはだめではないかという感じがします。 

 今、Ｃ委員からありました、これを集約型で考えるのか、持続的な地域社会全体で考え

るかというところは悩ましいところで、財政サイドと話とかしていると、結局金さえかけ

なければ、幾らでも持続するのではないかという説もありますし、無人島だって一人住ん

でずっと自給自足すれば、都市は成り立つかもしれない。それから財政構造で予定する財

政フレームを考えて、減価償却費さえ確保すれば、かなり拡散型の都市構造でもいいので

はないかということも可能で、 終的な目的は持続かもしれませんが、とりあえずは集約

型都市構造の中で要件を定めるというのが重要なことではないかと考えているというのが

１点です。 

 それから２点目は、続く１１ページの方のスライドですが、今回は片仮名でフィジカル

とソフトというのが出てきますが、結局日本ではどちらかというと、フィジカルな面が都

市マスで規定されていて、ソフトに関しては基本構想だとか総合計画の方で本来は規定す

るという形になっています。 

 これが私がアメリカに留学したときに、自治体に話を聞きに行くと、もともと総合計画

も都市マスもない団体が多いですし、ある団体も２つ別々に持っているというところはほ

とんどなくて、１０年計画、２０年計画になりますと、総合計画の主要部分は土地利用、

都市計画に関する部分だというのが実態で、現実問題、今基本構想１０年とか、都市計画、

１０年ぐらいでつくりますと財政フレームは予測つきませんので、結局主要部分は土地利

用だとか都市計画に関する部分が実際は多いです。しかし、これが都市マスの関係があり

ますので、ほとんどそこの議論は素通りして、都市マスがこうなっているからこういう図

を描きますで終わっています。 

 逆に都市マスを作るときには、ソフトの部分は決められませんから、これは別な形で都

市計画の専門家だけで、一専門領域風に作ってしまいますので、本来は都市マスというの

は市全体の構造に非常に影響を与えていて、しかも２０年、３０年の計画を立てると財政

フレームよりも都市構造に基本的な影響を与えるにも関わらず、何となく一部の領域で、
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しかもこの２つが別々に走っているために両方うまく見直しできないで進んできていると

いう経緯があります。しかも悪いことに、両方とも市民参加しろ、しろと言っていますか

ら、似たような会議が何回も続いて、半分ぐらい委員はダブって、しかもどちらも前提に

するような議論をしてうまく見直しが進まない。ですから改めてこのフィジカルとソフト

というのを考えた場合に、自治体の中で、特に基本構想の方は義務付けがなくなったのか、

なくすのかはっきりしませんが、もともと垣根を低くして、しかも総合計画は義務付けら

れてもいないので、工夫次第によっては、もっと都市マスの発想を自治体の基礎計画に入

れるということは可能なので、まずそこに向けた努力も同様にしなければならないのでは

ないかというのがこのフィジカルとソフトに向けた部分で考えるところです。 

 あわせて、都市マス、それから地区計画もそうですが、結局恒久的な都市施設を決めて

いくので、どうしても基本的には一度決めたら変えないということが前提になりますが、

それが制約になって、どうしても逆に決めたがらない。決めても逆に曖昧な形で決められ

てしまうという傾向があって、それを考えるときに時間軸や変化の内在化ということを考

えて、要するに恒久的に決めなければならないものと、かつてで言うと、暫定です、逆線

引きみたいなものがありましたが、その発想をもう少し拡大して時間軸の中で暫定的に決

められるものというのを分けて、その中でもう少し具体的に盛っていけるもの、具体的に

盛ることに危険性を感じないで、もう少し果敢に規定してもらえるようなもの、そういう

ようなものを含めて考えることができないかというのを考えて欲しいと思います。 

 後に１２ページのところで、いわゆる計画法制の一体化とありまして、私も聞いただ

けで実態は聞いていませんが、できるかできないか別にして、一応こういうのを心がける

ということは是非やって欲しいと思います。以上です。 

【委員長】  ありがとうございました。どうぞ。 

【Ｅ委員】  大きくは２点ほど申し上げたいと思います。１点目は、各委員のご発言に

出てきました集約型都市構造化という点でございます。私はこれは大変大事な話だと思っ

ております。今回の全体の議論においては、手続あるいはプロセス、つまり、分権である

とか、住民参加であるとか、このようなところにかなり重点が置かれていることは確かで

すが、プロセスだけで全ていいかというと恐らくそうではなくて、やはり明確な実体的な

価値の問題というのを打ち出していくというのが大事な話です。とりわけ現時点において

は、集約型都市構造化という一つの価値を出していくのは、非常に大事な話だと思ってお

ります。 



 -23-

 そういうことを申し上げた上で２点あります。１つは、ご説明の中で、集約型都市構造

化という考え方は、現在でも合理的な土地利用というのが入っているのだから、その考え

方の具体化というレベルで位置付けられるのではないかということが指摘されました。確

かに立法担当、あるいは行政担当者としては、そのような言い方になるのかもしれません

が、私は、この概念は明確に従来の考え方を転換する内実を持っているのだということを

はっきりさせた方がよろしいのではないかと思っております。そういう点は、法令上も出

しておくというのがいろんな意味で大事なのではないかと思っております。 

 法令上出すといった場合、Ｃ委員から、目的は持続可能な地域社会で集約型都市構造化

は手段なのだから、出すとすれば持続可能な地域社会を出すべきではないかという話もあ

りましたし、Ｄ委員からは、とりあえずは集約型都市構造化というところを出しておいた

方がよろしいのではないかという話がありました。私も、 終的な目的は持続可能という

ところにあるとは思うのですが、法令上の点ではもう少し具体的なレベルに落とした方が

よろしいと思っておりまして、集約型の方を出すのがよろしいのではないかと思っており

ます。 

 この点に関してもう１点ですが、今日の１０ページで具体の動きに繋げるための方策と

いうことで幾つか出されております。これらは、いずれも大変興味深く伺いました。集約

型都市構造化をスタンダードにするという考え方も、大変おもしろい考え方だと思います。

また、その中である種の行為規範性という観点を出されております。要するに、法令上の

義務ではないのだが、専門的見地からは「されて然るべき」ことということです。こうい

う考え方というのが、従来どれだけ定着しているかよくわかりませんが、これから新しい

目標のもとでの新しい都市計画法を考えていく場合には、このような新しい考え方があち

こちで必要になってくると思います。という次第で、法令上の義務に拘らないこのような

新しい観点をどんどん出していって頂きたいと思っています。 

 この点に関連してさらに言えば、集約型都市構造化という価値あるいは理念は、言うな

らば議論の準拠点というような意味をこれから持っていくべきだろう。現実の土地利用の

あり方を決めていく際には、いろいろな利害が対立して、いろいろな考え方がありますが、

そのような中で一つ何かある点に依拠して議論を組み立てていく、つまり集約型都市構造

化あるいは持続的地域社会という価値ないし目標との関連で自分の議論がこれこれこうい

う意味を持っているという議論の立て方でないと説得力を持たない、そのような意味を持

って行くべきではないかと思っているわけです。そのような観点からも、法令上この価値
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を明確にしておいた方がよろしいのではないかということでございます。 

 それから大きなもう１点は、地区計画についてでございます。ご説明の中で、先ほどＢ

委員からもありましたが、都市計画がヒット商品という表現がありました。これは、大変

適切な性格付けだろうと思います。私も、地区計画というのは、下からのまちづくりの手

法として高く評価しております。ですから、今回の基本方針で、特に６ページあたりで、

地区計画をこれから重視していきましょうという方向が出されておりまして、これには大

変賛成でございます。その上で、しかし、考えておくべき点も何点かあると思います。 

２点だけ申し上げておきたいと思いますが、第１は、現在の地区計画には性格が異なる

制度が混在しているわけでございます。それをどう考えるかという問題があるだろうと思

います。今日のご説明の中でも６ページにはその点のご指摘があります。黒丸２つ目、右

側で「具体の都市整備を念頭に規制緩和・高度利用を図るプロジェクト型の、建築計画に

より近いもの」とそれからもう一つが「まとまりのある地域単位の視点から入って、その

特性に相応しい保全・整備を図る、エリア型のもの」という整理がありました。まさにそ

のとおりだと思います。これをどう考えるかということでございます。この２つは、私は

性格が大きく異なると思っており、地区計画という一つの言葉でくくることがいいのかど

うかというのは、相当問題だろうと思っております。私は、これは別立てにして考えてい

った方がよろしいのではないかと思います。その上で、これから重視していくべきなのは、

後者のエリア型ではないかと思う次第でございます。もちろん規制緩和を内容とするプロ

ジェクト型にもそれ相応の意味はあろうと思いますが、制度的には随分違うわけです。で

すから一緒にしない方がよろしいのではないかと思います。そのあたり、事務局としてど

ういう具合にお考えなのかということを聞いておきたいということでございます。ご説明

の中では、プロジェクト型によって地区計画の全体の制度が複雑化している、それをシン

プルにしていきたいという指摘がありましたが、それがエリア型重視というか、そういう

インプリケーションを持っているのかどうかということもお伺いしたいということです。 

 それから地区計画に関するもう１点、 後になりますが、エリア型の地区計画の内容で

すけれども、従来のものというのは使いにくいといいますか、やはりかたいというイメー

ジがあったような気がしております。ですから、新規の住宅用地整備地区に適用するのは

適合的だと思いますし、実際たくさんあると思いますが、既存の市街地に設定していく場

合には、ハードルが高いという気がします。ご承知のように、景観を巡ってたくさん紛争

がありますが、多くのところでは、地区計画を作っておけばよかったのだけれども、それ
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を作っておくことができなかったので問題が生じた、ということであったわけです。そう

しますと、内容、手続の柔軟化、ソフト化を図って利用しやすくすることが望ましいので

はないかと思います。 

 ７ページ目にこれからの、地区計画だけの話ではないと思いますが、論点の整理がござ

います。先ほどＣ委員からは必ずしもすっきりと左と右が対立構図になっていないのでは

ないかという話があり、私もそういう印象を受けますが、いずれにしても重点的としては、

左側の欄の方なのかという気がしております。 

 後は質問というよりも感想ですけれども、以上でございます。 

【事務局】  まず、詳細計画の類の考え方については、具体的にこうということはあり

ませんが、実は今、制度化されているものをばらしてみて、例えば容積率とか規制項目毎

に集約、整理していけば一定の形になるのだろうという感じはありますが、それだけだと

多分あまり制度的に取り上げる意味はないかもしれないと。 

 もう一つは、それを決める場合の基準とか、あるいは利用条件とか、そういったものが

かなりいろいろ小分けされて位置付けられているところがありますが、もう少し抽象化、

大枠化して、普遍的制度といった形で組み立てていくということがあるかもしれないし、

その場合には、今ご指摘のあったように、とにかく１つの制度ですべてやるというのでは

なくて、プロジェクトのようなものを想定してスポット的にやるようなものと、エリアの

中を抑えてその中を考えていくというようなものと、２つのものに何となく分解していく

ということを考えているところでございます。 

 そのあたりについては、実は都市計画法ではない世界に沢山書いてあるというところが

あるので、ここはだから、Ｃ委員からもご指摘がありましたが、いずれにしても、そのあ

たりをどのようにするのかというのは、まだ成案を得てこうだということを言っているわ

けではございませんが、いろいろ検討していかなければいけないと思います。 

 それから、地区計画というのもハードな色彩があって、使いにくい面があったのではな

いかというお話がありました。そういう点は当然あるだろうと思いますし、そこの部分は

なかなか悩ましいのですが、地区計画みたいなものを基軸に緩めていくといいますか、柔

軟化していくという方向性と、もう１つはどちらかというと、協定的にとらえて、 後協

定のことで申しましたが、とにかくみんなで何となく笑顔で結べるものを前提に論ずると

いうよりは、異論が出てきてしまうようなものだが、強引に持っていかなくてはいけない

ような世界と結局重なっているような気が致しますので、そのあたり少しまとめて考えて
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みたらどうかと思っております。 

 協定のようなものは、結局合意を前提としている限り、合意できる場合に限定したもの

になりますが、結局合意がしにくくもなってくるし、合意できない状態から出発して合意

に至るという部分をどうこなしていくのかというのが共通の問題なのではないかと思って

おります。以上です。 

【委員長】  ほかに何かありますか。どうぞ。 

【Ｆ委員】  まず、集約型という、ここのところですが、 近、基本法の制定というの

がすごく盛んで、環境の配慮に関する基本法と交通基本法、あと災害対策基本法とか、い

ろいろなところの基本法を動かしている。こうした中で、基本法の方でこういう理念を受

けていて、明確化した理念のもとでの都市計画法ということだったらわかるのですが、基

本法自体がわりと抑制的で、特に内閣から提出するものについては非常にかたい形で遊び

がなくて、それは個別法の世界ですという形で整理してしまっている。そうした中で、個

別法の方でこれは従前からの規定の中で読んでくださいというのだと、やはり変革はどこ

にもあらわれない。法体系として。やはり、基本法の理念のもとに変革の理念が出ないと

今回の話の筋が出ないのではないかという気がします。 

 つまり、持続可能性とか集約型という１つの大きな目的があって、その目的があるから

こそマスタープランが書けるわけで、そのマスタープランのもとに今までの規制型ではな

いソフト型の手法が利用される。さらに、マスタープランのところで、ほかとの調整も広

域連携も行って、それでそのマスタープランに沿って、これから新規だけではなくて、む

しろ見直し手続を活用して具体的にやっていきます。こういう政策の流れの中で、理念が

中核のような気がするのです。そのバックボーンの 初が隠れてしまっている。私は理念

は書いて頂きたいと思います。ただ、集約型都市構造というのがあまりに後ろ向きで、経

済活動に対して水を浴びせかけるようなニュアンスで、政治の世界ではこれは通用しない

という懸念があるのかわかりませんが、少なくとも持続可能ということは表に出るような

形で進めて頂きたい。これを出さずに、これを体現したツールを下に用意して、政策の方

向性を示すということで、今日のお話の中で、新たなスタンダードを運用指針とか計画基

準で示すというのがありましたが、これは今の時代はうまく機能しないと思います。機関

委任事務の時代だったら、局長通達が大きく効いて、補助金による誘導が強かった時代だ

ったら補助金とセットでこういうようなものを通用させるということがあったのですが、

そうした前提がない以上、立法を通じた誘導を進めて頂きたい。 
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 一番メインの理念については、立法のところで、筋はしっかり書いておくというのが本

則なので、そこのところを大事にされるということが政策の中心ではないかという気がし

ました。 

 それと、説明を聞く中で、広域の連携とか、広域との調整という話があって、いろいろ

な意見を聞くのですけれども、そろそろ広域という場合の広域調整は具体的に何を念頭に

置いて、広域の問題を議論されようとしているのかということを言わないと、結局、私は

そこに参加してくる主体が見えてこないのだと思います。だから例えば日本はネットワー

クの大きな交通体系がつくれないで、ずたずたになっているので、それを貫く意味では、

ある程度地方の土地利用は抑えてくださいということで、それが必要なのですということ

であれば、そういうところの担当者はここに登場してくるべきです。ですからそこを予め

はっきり示して、マスタープランのところは、計画レベルにとどめないで、それを協議す

る場というか、組織面のところをきちんと書いていって、参加者を厳選していくというこ

とをやらないと前に進めないのではないかと思います。計画だけで何年か見直しで集まっ

て議論するというのではもういかなくて、恒常的に顔を突き合わせて、いつも話をしなが

ら時期が来たら計画で締めるという仕組みなのではないかという気がします。 

 それとあと１３条２項のところで配慮する主体の問題です。これも主体を少し細かく具

体的に書いて、そういう計画を配慮するということを出さないと、利用者目線だとか、国

民本位だとかということは出てこないと思います。今回も例えば歩行を中心にした、歩け

るまちづくりというのが中核であれば、そういう主体を中心にした計画を幾つか中に入れ

て、そこでの調整を図りますということが出てこないと、利用者というのは法制度の中に

出てこないのではないかという気がするのです。１３条の２項は、細かく書きかえるとメ

ッセージ性がすごく強くなるのではないかという印象を持ちました。 

【委員長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【Ｇ委員】  皆様のご発言の中で、１つは集約型という言葉だけでいいかというお話が

あって、私もやはり持続可能な地域社会という観点を表現として何かの形で入れ込んだ方

が何が問題かということがはっきりするのではないかと思いました。 

 もう１つは、少し前に議論になりましたが、区域マスと市町村マスとは性格が違う、あ

るいは違えるべきである、機能も違えるべきであるという点もそのとおりだと思いまして、

初に市町村マスができたときの立法趣旨、それを追いかけて区域マスということになっ

たと思いますが、おそらくこれからは、やはり市町村マスタープランには独自の狭域的な



 -28-

方向付けの基本的なツールという意味が大きくなってくると思いますので、そこははっき

り区別をした方がいいのではないか。議論を伺っていて感じたのは、その２点ですが、ま

ずはそれがあります。 

あとこれも議論にありました地区計画の制度の評価です。資料の中には６ページあたり

でこれまでの議論もあって、用途地域制度と地区計画との関係、関連をどう考えるか。こ

れまでは用途地域の方が基本で地区計画はそれに上乗せするというものでしたが、むしろ

逆にすべきではないか。逆というか、地区計画が本来であって、地区計画の足らないとこ

ろを補完的に用途地域でカバーをするということではないかというのがあって、これは方

向としては大いに考えるべき方向だと思います。 

 しかし、先ほど来、地区計画の制度がかたいというご指摘があって、そこはこれももと

もと用途地域ということで、いわばメニューというか定食を押しつけるといいますか、あ

るいは既製服を着てください、既製服の中から選んでくださいという方式だったのを多分、

開発圧力があって、それに対して枠付けをするためには、ある程度一律の枠を用意しない

といけなかったということだと思いますが、それを地区計画でもって細かい技を組み込め

ることにしたけれども、それがまだ不徹底であるということだと思います。その方向を地

区計画制度をさらに変えていくか、それともこれはこの程度で、さらにその次のものをも

う一段考えるかということになると思いますが、それが一つ。 

 もう一つは、関連しますが、国の法律でやるべきことと、それから地域の、この中にも

出てくる言葉で言えば、指導・誘導型の施策でもって担っていく部分等をどう役割分担す

るかということがあって、用途地域制のようなものは、こういうかたい一律の枠組みとい

うのはもちろん国の法律で権利規制をしていくというのが相応しいものですが、この指

導・誘導型の施策を地域でやっていくというところを、さっきの地域地区計画制度の見直

しと結びつけるかどうかというところはいろいろあるかと思いますが、やはりその部分が

できるようにしていく。法律で縛られているからできないということではなくて、法律レ

ベルの権利制限的な手法とは一味違うものだから、そこは地域でやってください、その際

にただそれは従来の行政指導ベースで何をやっているかわからないというのではなくて、

例えばそういうものを条例で施策の枠組みをきちんと明示するということで説明責任も果

たせるという方向はあると思います。だからそこは条例の役割というのが一つ出てくると

思いました。以上です。 

【事務局】  ありがとうございました。基本的にはもう少し深く考えていきたいと思っ
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ておりますが、先ほどご質問があったので補足させて頂きますと、地区計画等で制度が少

し詳細になってきている原因というのは、２つあるかと思っております。１つは地域地区

も含めてですが、何か政策目的があって、法律改正という場面になったときに、そういう

ものの目的をかなり特定して、それを対象に、それぞれにつくるものですから、少し変え

ようとするとそれもまた法改正になるという形で増殖してきた面があって、目的と制度の

組み合わせという意味では、対応関係が明確ですが、そういう課題があるときにどこまで

抽象化して、それを制度化するかということについては、法制的には極めて厳しく特定さ

せられてきたというところが前提にあるのではないかと思います。 

 従って、先ほどもご質問を頂きましたが、１つの観点というのは、もう少しそこを抽象

化していくことによって全体が包含できるようなものになるのではないかという点があり

ます。 

 もう１点は、例えば詳細計画について基準を定めている観点というのは、一番 初に作

ったときには、きめ細かい規定について、規定の程度としては、きめ細かいということ自

体が強度の高いものだという考え、より権利制限に立ち入る規制という意識があったと思

います。細かい話であるわりには細かく縛られているというところがあり、こういうとこ

ろの考え方は先ほどのような抽象化という問題ではないので、分けて考えないといけない

のではないかと思います。 

 それから条例の点については、仰るとおりでございますが、ここでは認識としては、何

でも法的枠組みに取り込んでいくというよりは、むしろ隣接してそういう条例の枠組みと

いうふうに考えています。それからＦ委員のご指摘にもありましたが、そういうことを何

となく全体としてくるんでいるような基本的な考え方とか、あるいはそういうもので実際

に条例にもう少しパワーを授権するとか、そういうこともあるのかと考えております。Ｆ

委員のご指摘については、特に基本法的な考え方というのはあるのではないかと思いつつ、

例えば土地基本法とか交通基本法とか、それからここにとどまらないということも一応書

いていますが、それをどう形式に示してやっていくのかというのは、また考えていかなけ

ればいけないかと。我々は都市計画課なものですから、そこまでいかないところもあるの

で、よく考えてみたいと思います。以上です。 

【委員長】  どうぞ。 

【Ｈ委員】  ３点ございます。１点目がまず、集約型都市構造の意義ということになり

ますが、都市計画というのが前回もございましたように長期的な視野の中で設計をしてい
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くということですので、今の経済の姿というよりも将来の経済の姿というのを前提として、

この制度のあり方というのを考えていくということだろうと思います。そういう意味で、

この集約型都市構造とはどういうことなのか考えていましたが、例えば２０２５年という

世界を描いたときに、当然これから今、人口減ということと高齢化というのは避けて通る

ことができないのですが、それと併せて残念ながらＧＤＰも縮小していく。 

 どれぐらい縮小するかというと、２０２５年の世界というのは、今日本のＧＤＰは世界

の第２位ですが、もうそのときには中国の３分の１以下になっている。そしてまたインド

にも抜かれているという経済力のもとで都市をどう見ていくのか、そのときの日本の都市

をどうしていくのかということを考えなければいけないと思います。そうすると、ＧＤＰ

とは新規のフローになりますから、新規のフローというのはもう期待できない。そうする

と、ストックから発生するフローというのは、我々はこれから重要視していかなければい

けない社会が出てくるのだろうと思います。 

 ここから今度はマイクロな世界に戻ってきますが、地区計画とか建築協定をかけると、

例えば資産価値がどうなるかみたいな、例えば緑地があるとどうなるかみたいな議論とい

うのは、私なんかもヘドニック・アプローチを用いて、よく研究でやらせて頂いておりま

したが、出方が変わります。資産価値が上がるようなケースもあるし、地区計画のかけ方

によっては下がるようなところもある。それはその背後にある、例えば需要の要因が、需

要の構造が違うことによって、そういうようなものが出てくるということになります。 

 そうすると、そのようなマイクロな世界の中で起こっていることというのは、日本全体

の中で考えてくるということになってくると、もっとマクロなダイナミックな資産価値の

問題というのを考えていかなければいけませんが、この全体として需要が下がってくる中

で供給量が一定であるという中では等しく日本の資産価値というのは、どういうことであ

ろうと変わりません。しかし、集約型な都市構造というのは、どこの資産価値を守って、

どこの資産価値をもっと思いっ切り下げるか、平均的な全体としては変わらないのだけれ

ども、すごく下がらないエリアはつくってあげて、もっともっと下がるところというのを

メリハリをつけようということになるかと思います。 

 それが経済に与える影響というのはどういうことかというと、今、１００という企業や

１００という家計が立地しているところの資産を守って、例えば５というところを思いっ

切り下げるというようなことであるならば、経済に対する持続可能性というのは維持でき

るということになるかと思います。つまり、経済の減少のインパクトが少ない。そういう



 -31-

ことというのが、集約型の都市構造というものと持続可能性を繋ぐロジックではないのか

ということを先ほどからお話を聞いて思っておりました。 

 ２点目ですが、それを今の都市計画で実現できるのかということになってくるわけです

が、そのようなものというのは、やはり今、地方分権化とかいう流れの中で考えていけば、

実現できないというようなことだと思います。その中で重要になってくるのが、やはり広

域的な連携という話、調整というのがもっと重要になってくる。 

 例えば韓国の例もありましたし、今から二十何年前にBaugesetzbuchというドイツの建設

法典を翻訳させて頂いておりましたが、連邦建設法とか都市計画法とか鑑定法とか全ての

ものが１つの法体系の中に入れていった法体系だった訳ですが、あの背景は全く逆で、需

要がすごく拡大していく中で個別法の中では国全体を制御できないという中で、あのよう

な法律ができていった訳ですが、今度逆に需要がものすごく縮小していく中で個別法では

これから抱える問題に対応できないのだという強い公益性があるというのであるならば、

ここの連携というのがもっと重要になってくるのではないかという気がしております。 

 ３点目、もっとマイクロな話で農地との関係というところになります。先ほど９ページ

のところに農林業との調和ということで書いていたんですが、どうしても私たち経済学者

というのは、土地という側面というよりも産業という側面で見ます。そうするとどういう

産業がこの日本の中で育成され、そしてどういうような産業構造があるから、こういう土

地利用の方が好ましいのだということを効用とか生産性の中で土地利用の問題というのを

考えてくるということになろうかと思います。それが一言で言うと、需要ということにな

ると思います。 

 そうすると、当時、例えば農地法ができたときの産業としての農業のあり方みたいなも

のであるとかというのが、今想定している、これから例えば日本がもう１回再チャレンジ

していくような農業のあり方と一緒であるのかどうか、ということが重要であろうかと思

います。もしかしたら、これが大きく違う。産業として、また違った形で農業が生まれて

くるならば、そうしたら、それを規制する法体系というのも変わっていいのではないかと

いうことがあります。 

 もう少しマイクロな話にもっと落ちてくるとどういうことかというと、例えば農業にと

ってそれほど重要ではないような土地、農業的土地利用と都市的な土地利用があるならば、

農業的土地利用の中であまり重要ではない土地というのは、例えば去年農水省さんのプロ

ジェクトで農地の公共転用のプロジェクトに入らせて頂いたことがありましたが、どんど
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ん勝手に転用されていると。でもそれはすごく都市的土地利用としては重要なところもあ

る。正確にいえば，都市的土地利用に影響を与えるような転用が起こっていたりしていま

した。それは都市計画の中で何の制約も与えることができない幾つかの事例を見えてきた

わけですが、そうするとそういうものについては、やはりもっと連携を強めて頂いて、例

えば農業としての産業としての形が変わってきているという大前提と、そして農業的な土

地利用としてはあまり重要でない土地というのは都市的な土地利用としてすごく重要なと

ころというのがあって、それがこの調和がとられないままに地方都市ではどんどん変容し

てきているということというのを前提として、制度設計をしていく必要があるのではない

かという気がしました。 

 先ほどの２番目のコメントにも関係しますが、前々回ぐらいのときにご指摘頂いており

ましたが、都市というのは、例えば地方分権化とかいうことも含めて法則的には都市とい

うのは放っておくと肥大化してしまうのだということの現象が我々は分かってきた訳であ

りますので、そこにはやはり何らかの規制を与えることが必要だと。それが別に先ほど経

済に対してマイナスに影響があるのではないかと政治家の方々は心配されるということで

すが、第１点目に申し上げたように、それがむしろ経済にとってハッピーなことなんだと

いうことを共通の認識として持っていくことの方が重要ではないのかという感想を持ちま

した。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 私のほうからも幾つか申し上げたいと思いますが、まず１つは、今回そんなに明示的に

は出てこなかったと思いますが、実は意識されていたと思うのは、結局、農の部分と都市

の部分の境界線というのを少し新たに変えていこうと。つまり、仮に線があったとしても、

その線の内側も外側も農と都市との調整というのを行えるようにしたらいいのではないか

ということだったと思いますが、これは非常に重要なメッセージだし、大きな変革だと思

うので、もう少し場合によっては前出ししてもいいのかという感じがいたしました。 

 それからもう１つ、これはまさに皆様方仰っられていましたが、かなり広域的な調整と

いうのは様々な場面で必要だということは認識されていますが、ただ一方で広域調整のや

り方についてどこにも記載がない。実はここに記載がないだけでなくて、別の検討会でも

記載がないような状況にありますが、やはりこれを至急手当てしなければいけないという

ことだと思います。 
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 広いところからいけば、国土計画、広域地方計画、大都市圏計画、そろそろ都市計画に

近いのが区域マス、あるいは市町村マスタープラン、あるいはさらに地区計画に落ちると

思いますが、地区計画と市町村マスタープラン等はある意味で調整が内部的にできると思

いますが、さらにその上との関係というのは、実はあまり明確ではありません。ここのと

ころをきちんとやっていかないといけないので、先ほど広域といった場合に何をターゲッ

トにしているかわからないのではないかということだったと思いますが、これは私は、比

較的簡単で、それの影響圏がどこの地域まで広がっているのかということと、それからど

こに決定を任せるときに も社会的に 適になるのかという、この２つから仮にその影響

圏が若干広くても、あるいは市町村に任せた方が社会的に 適であれば、それはそこに任

せた方がいいということになると思います。あるいはそうではなくて、もっと例えば上位

の主体とか、あるいは場合によっては全然違う官民連携の主体とかいろいろあると思いま

すが、そういうところに任せた方がいいということであれば、今と全く違う制度設計がい

いということになると思います。そういったようなことをもう少し大胆に打ち出すという

のがあってもいいのかと思いました。 

 それから集約型都市構造と集約型都市構造化で議論がありましたが、私は集約型都市構

造というファイナルイメージがあるかのように議論するのは、あまり適切ではないのでは

ないかと思います。というのは、都市は常に今後シュリンクしていくでしょうから、そう

いう意味ではファイナルイメージが常にない状態というか、常に変わっていく状態だと思

います。その中でファイナルイメージがあるかのようにして計画を立ててしまうと、実は

かえって誤ってしまうという感じがあると思います。 

 ですから、むしろそうではなくて、時々刻々変わっていくという前提のもとで、そうい

う時々刻々変わるという前提が今まであまりなかったと思いますが、それをどういうふう

に計画として担保していくか。そうするとおそらく少しダイナミックなプランニングのあ

り方だとか、あるいはある条件が満たされると発動される規制みたいなものだとか、そう

いうダイナミックプランニングのようなものをそろそろ入れていかないといけないのかと

思いました。 

 それから一番 初の方に、区域の問題というのがありましたが、実は区域の問題という

のは都市計画基礎調査の問題に繋がります。というのは、まず都市計画区域を定めてから

都市計画基礎調査をやるということになると、結局区域の中しか詳細な調査ができない訳

です。ただ、そうではない、ここで言っているような逆の立場をとろうとすると、実はも
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っと広めに調査の対象をとって、そしてその調査の結果、区域を設定するとなると思いま

す。これはやはり都市計画基礎調査に関連しては、非常に大きな変革になると思いますが、

私はやはりもっと外の部分も含めて一体的に考える。調査して、それは場合によっては簡

易調査でもいいと思いますが、その上で適切な区域の設定のあり方を考えるというような

形にするのがいいのかと思いました。 

 大体一巡しましたが、今日の資料でもこれまでの検討の大まかな整理というのがござい

まして、あるいはこれまで９回までの全体を通じての中で議論の漏れ等、お気づきの点が

ありましたら、できればご指摘、ご意見頂きたいと思います。続きのご意見でも結構です

が、何かございますでしょうか。どうぞ。 

【Ｂ委員】  一巡したので、よろしいですか。やはり、部分と全体という話で、都市の

コアの部分に関しては、私は地方分権ということで、この間本当にきめ細かにかなりがっ

ちり入れている。今、皆さんの中で何かどの委員の先生方もやはり全体、広域、要するに

全体というものをどういう連携といっても、まさにＦ委員が仰られたように、何を連携し

たらいいのかとか、よくわからない訳です。どこに誰が出ていくかと。それで私はいろん

な広域計画があって、例えばイギリスではタウン・アンド・カントリー・プランニングで

すし、日本はシティー・プランニングだけ使っていますが、シティー・アンド・リージョ

ナル・プランニングですし、中国は２００８年に城郷都市計画ですし、韓国もそうですし、

ですから今回のこの検討というのは、日本のいわゆる都市計画という言葉自体をそういっ

たものに移行しなければいけないのです。つまり、部分と全体をあらわす。それを何と言

うのかというのは私は恐れ多くて言えませんが、やはりそういう目線で今回の検討という

ものを布石としていくという役目があるんだろうと思います。 

 そのときに私は全体のやり方というのは、国によって非常に違っていて、申し訳ありま

せんが、出される資料が硬直化しているような気がします。今多分いわゆる経済とかもっ

と自由にとか、分権ということとかで参考になるのは、ニューヨークのオリジナルプラン

ではないかと思っております。ニューヨークオリジナルプランというのは、ご存じのとお

り、１９２８年から５年ほどかけて作られまして、当時の内務省が全１２巻、サマリーが

２巻、こんな厚いのを全部輸入しておりまして、近隣住区理論も含めて全部そこから出て

います。色をどうするかとか、セルリアンブルーとか、色までそれで決めて、日本の都市

計画の色はそこから来ていますが、それでそれが１９３０年代で、そのお手本ができて、

１９６０年に第２次の見直しをしています。 
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 一番 近の見直しが１９９４年で、これがイギリスやドイツと全然違うのは、民間がや

っています。つまり、地方分権ですから、それぞれの自治体は自分の都市計画を持ってい

て、要するにフェデラルでもない、連邦政府でもない、その広域をどうするかというのは

民間がやっている。つまり、ラッセル・セージ・ファンデーションというのが 初からや

っておりまして、面白いのはお金がまさにＨ委員が仰ったように、１９９４年というのは、

需要が縮退していった時代ですから、つまり、日本、東京などよりもちょっと１０年、   

２０年先に行っている訳です、あちらの問題は。縮退していったときに、そういった計画

をつくるお金がありませんから、寄附を募って、日本のジャパン・ファンデーションも寄

附しています、リージョナルプランを作るために。その電力会社や、銀行とか並んでいて、

もちろんスペシャルな方がコンサルタントで、そのときに３つのＥ、エコノミー、エコロ

ジー、そしてエクイティー、平等、これは日本は大変ラッキーでそれを入れなくても今の

ところ大丈夫なのかわかりませんが、この３つのＥという理念を掲げてリージョナルプラ

ンを作った訳です。それをもとに自分たちがやれること、つまり先ほどＦ委員が仰ってい

らしたような、いわゆるマスタープランなり、あるいはＣ委員が仰っていたような、何か

枠組みというようなもの、ですから広域というもの全体を考える枠組みというのが、もう

少しいろいろな選択肢があるということを考えるということは非常に意味があるのではな

いかと思います。既存のままだとみんな睨み合いで動かないのではないかと思います。 

 私はここに、どこからか検討会をしましょうとか、いろいろ書いてありましたが、やは

り全体に関する議論というものをもう少し自由に今までの制度というものを包含するよう

な形でブレークスルーできるような、そういうことを考えると、先ほどの理念と実現と手

続という、この辺にもう一つの何か新しい軸ができていくのではないかと思います。 

【委員長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【Ａ委員】  抜けているかなと思う点だけ２点指摘させて頂きます。１１ページのとこ

ろの基本理念の中に、集約化しない場合にコストが発生するということも加筆された方が

いいと思います。社会資本整備、維持管理のコストが発生する。人口２０万人ぐらいの地

方都市では集約化しないと、年間２０億円ぐらい損失が発生するという議論もあったと思

いますので、そういう視点が要るかと思います。 

 あと全体を通じてです。これからの議論になるかとも思いますが、今回の話全体を通じ

て、集約化もそうですが、自治体の方がやはりちょっと取り組むのが難しいと思われる内

容がかなり増えるのではないかという気がしております。ちなみにコンパクトシティの実
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現可能性はどうですかということを地方でアンケートとかとったときに、５段階評価で平

均が１.７ぐらいです。自治体の方は、このように実は基本的にできないと思っているので

すが、ただいろんなメニューを提示してあげると、その考え方は３．０ぐらいに変わって

きます。だから運用指針とか、局長通達とか、立法の中でという議論がありましたが、そ

れとは別に、地方自治体の方が、国が勝手なことを理念だけで言っているとならないよう

な、そこの繋ぎの部分をしっかりして頂きたいと思います。以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。大体よろしいでしょうか。それでは、本日の議論

については、この程度にさせて頂きたいと思います。議事次第では「その他」とあります

が、事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局】  ご熱心なご討議ありがとうございました。説明の中でも事務局からも申し

上げましたが、これまでの検討内容、一応駆け足で一当たりさせて頂きましたので、今日

もかなりご意見を頂きましたが、少しそういう整理に向けて各委員の先生方に個別にお伺

いしたいと思っておりますので、日程調整等よろしくお願いしたいと思います。 

 次回の委員会につきましては、事務局から各委員の皆様に改めて開催案内を送らせて頂

きますのでよろしくお願い致します。 

【委員長】  ただいまご説明について何かございますが。よろしいでしょうか。 

 それでは以上をもちまして、本日の審議を終了させていただきます。皆様のご協力に感

謝申し上げます。 

 それでは、事務局のほうに議事進行をお返しいたします。 

【事務局】  それでは、これをもちまして、第９回都市計画制度小委員会は閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


